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磁気共鳴画像診断装置等購入（新病院整備事業）仕様書 

  

1. 契約件名 

磁気共鳴画像診断装置等購入（新病院整備事業）  

 

2. 納入場所 

 千葉県山武市成東字中原田203番地１ 地方独立行政法人さんむ医療センター（新病院） 

 

3. 引渡期限 

  2024年9月23日まで 

※納入、据付け時期は、2024年6月中旬の新病院竣工後から2024年9月23日までの間を

想定している。ただし、新病院建設の進捗や発注者の都合によりこの時期が変更と

なった場合であっても、受注者は納入、据付け時期の変更に柔軟に対応すること。 

※具体的な納入・据付け日は、契約締結後に新病院建設の進捗等をふまえた受発注者

の協議により決定する。協議の時期は2024年4月以降を想定している。 

   

4. 調達仕様 

MRI 装置等 一式  

別添仕様書のとおり 

 

5. 納入、据付けに必要な施工業者との調整 

受注者は、新病院の施工事業者（株式会社奥村組）と納入、据付の詳細や施工日等の

必要事項を調整のうえ、建設業法その他関係法令の定めに則り適切に施工すること。 

 

6. その他 

（1) 引き渡し後１年間は無償保証期間とすること。 

（2) 納入機器については、メーカー等によるアフターサービス、メンテナンス体制が整

備されていること。また、使用説明要員及び技術支援要員が十分確保されているこ

と。 

（3) 当該機器の構造、操作方法及びメンテナンスについて、担当職員に対して必要な取

り扱い研修を行うこと。また、操作マニュアルを提供すること。 

（4) 納入にあたっての運搬、据付、調整、検査及び当院職員への取り扱い研修に要する

費用は、全て受注者の負担とする。 

（5) 発注者に機器を引き渡す前に、メーカー所定の機能を発揮していることを受注者側

の検査により確認し、検査結果を書面で発注者に提出すること。検査結果に異常が

認められた場合は、速やかに発注者に状況を報告のうえ、受注者の負担により原因

究明及びメーカー所定の機能を発揮するための措置を行うこと。 

（6) 発注者は、受注者から機器の引き渡しを受ける際に履行の確認として完成検査を実

施する。受注者はこれに協力するとともに、完成検査への立会いや必要書類の準

備・提出について、当院職員の指示に従い対応するものとする。  

（7) メーカーから検査合格書等が発行される場合は、引き渡し前に提出すること。  
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（8) 納入、据付け時においては、受注者の負担と責任において関係各所と安全対策の実

施内容を調整し、労働安全衛生法その他関係法令に則り、受注者の作業員や新病院

施工業者を含む第三者の安全に十分に留意しながら作業を行うこと。 

（9) 納入、据付け時に建物等に損傷を与えないよう、受注者の負担により養生を施すこ

と。建物等へ傷・損傷を与えた場合は、速やかに発注者に状況を報告のうえ、受注

者の負担において原状を回復するものとする。 

（10) 納入、据付け時に発生した梱包資材・残材等の回収・処分及び清掃等を行い、発

注者の承認を得ること。  

（11) 納入、据付け時に用いる搬入車両や搬入経路、作業時間帯等について、事前に発

注者及び新病院施工者との調整が必要であることに留意すること。 

（12) その他、本仕様書に定めのない事項で疑義が生じたときは、受発注者協議のうえ

決定する。  

 

 

 

 

 


